
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（参考）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

(注)１ 職員手当には退職手当を含みません。
 　　２　職員数については令和５年４月１日現在の人数です。また，任期付短時間勤務職員，暫定再任用職員（短時間勤務），

 　　　定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。

 　　３　給与費については，任期付短時間勤務職員，暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の
　　　 給与費が含まれていますが，会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

 (3) ラスパイレス指数の状況

(注)１　ラスパイレス指数とは，全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため，
　　　国の職員数（構成）を用いて，学歴や経験年数の差による影響を補正し，国の行政職俸給表（一）適用職員の
　　　俸給月額を１００として計算した指数です。
 　　２　（）書きの数値は，地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは，
　　　地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため，地域手当の支給割合を
　　　用いて補正したラスパイレス指数です。
　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）
　　　により算出。）
 　　３　類似団体平均とは，人口規模，産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
 　　４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては，６０歳に達した日後の最初の
　　　４月１日以後に支給される給料月額について，本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いています。

 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について
【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては，俸給表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し
等に取り組むとされています。
①給料表の見直し
［　実施　　未実施］
　実施内容（平均引下げ率，実施（実施予定）時期，経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には，その理由））
（給料表の改訂実施時期）平成２７年４月１日
（内容）行政職給料表について，国の見直し内容を踏まえ，給料表の水準の平均1.9％の引下げ
　　　平成２７年度，平成２８年度で改定額の１／２相当を段階的に引下げる経過措置を実施

②地域手当の見直し
　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）
（支給割合）国基準と同様の支給割合
（実施時期）平成２７年４月１日
（参考）

③その他の見直し内容
　単身赴任手当について，国と同様の見直し。（平成２７年４月１日実施）

　持ち家にかかる住居手当経過措置は平成２７年度で終了。（※平成27年度の経過措置額は2,000円）

函館市の給与・定員管理等について
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２　職員の平均給与月額，初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（７年４月１日現在）

① 一般行政職

円

円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

 （注）１ 「平均給料月額」とは，令和７年４月１日現在における基本給の平均です。

　　　 ２ 「平均給与月額（国比較ベース）」の上段は，給料月額に毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時間外勤務手当などの

　　　　諸手当の額を合計したものであり，地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　また，下段は，比較のため，国家公務員と同じベース（＝ 時間外勤務手当などを除いたもの）で算出しています。

② 技能労務職

歳 人 円 円

円

歳 人 円 円 円

円

歳 人 円 円 円

円

歳 人 円 円 円

円

歳 人 円 円 円

円

歳 人 円 円

円

歳 人 円 円

円

歳 人 円 円

歳 人 円 円

円

(注)　※は該当職員が３人以下であるため，記載していません。

(注）１ 年収ベースのデータは,それぞれ平均給与月額を12倍したものに,前年度に支給された期末・勤勉手当の額を加えた試算値です。

　　　２ ※は該当職員が３人以下であるため，記載していません。

③ 教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

 (2) 職員の初任給の状況（７年４月１日現在）

円

円 円 円

円 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

(注)１　※１は該当職員が３人以下であるため，近似階層職員の金額を記載しています。

     ２　※２は該当職員および近似階層職員が３人以下であるため，金額を記載していません。

※2
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※2
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－
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－

－－

－

－

※

58.8
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円
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－

－

2

－

－
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※2※2
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－

－
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C／D

※
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－

－

歳

323,425

441,149
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－

－
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－

－

歳

－

－

－

－

歳

参考

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

220,000
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－

円

平均給与月額
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220,000

－
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経 験 年 数 ２ ５ 年

－
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※2
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－

－
－

－
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－

－
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－
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－
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－
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（７年４月１日現在）

部長 人 ％ 円 円

部次長 人 ％ 円 円

課長 人 ％ 円 円

課長補佐 人 ％ 円 円

係長，主査 人 ％ 円 円

主任 人 ％ 円 円

主任主事，主任技師 人 ％ 円 円

主事，技師 人 ％ 円 円

(注)１　函館市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

     ２　標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

(注) 平成27年度より，給与制度の総合的見直しに伴い，職制の整理，統合により級構成を改め，適用替えを実施しています。

 (2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（７年４月１日現在）

354,700

職　員　数

７　　級

415,700

最高号給の給料月額

398,200

450,900

５　　級

６　　級

３　　級

10.0 355,200

321,300

385

0

25

23

1.9

標準的な職務内容

４　　級

８　　級

130

構　成　比

114

1.8

29.8

23.6

298,800

１号給の給料月額

408,300

458,300

288,000

265,300

8.8

308,500

488,500

312

371,400

386,100

0.0

183,500

２　　級

24.1

305

区　　分

１　　級

１級

24.1%
１級

22.8%
１級

23.3%

２級

23.6%
２級

23.5%
２級

20.7%

３級

8.8%
３級

9.6%
３級

12.1%

４級

29.8%
４級

29.9%

４級

30.4%

５級

0.0%
５級

0.0%

５級

0.0%

６級

10.0%
６級

10.3%

６級

9.8%

７級

1.8%
７級

1.9%

７級

1.8%

８級

1.9%

８級

2.0%

８級

1.9%
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令和６年の構成比

（R6.4.1）

５年前の構成比

（R2.4.1)
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 (3) 昇給への人事評価の活用状況（函館市）

　イ　人事評価を活用している

　上位，標準，下位の区分

　上位，標準の区分

　標準，下位の区分

　標準の区分のみ（一律）

　ロ　人事評価を活用していない

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（６年度）

千円

（６年度支給割合） （６年度支給割合） （６年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

　2.50　月分 　 　2.10　月分 　2.50　月分 　 　2.10　月分 　2.50　月分 　 　2.10　月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置

・役職加算　　5～20％ ・役職加算　　5～20％ ・役職加算　　5～20％

・管理職加算　10～25％ ・管理職加算　10～25％

(注) (  )内は，暫定再任用職員に係る支給割合です。

　【参考】 勤勉手当への人事評価の活用状況（函館市　一般行政職）

　イ　人事評価を活用している

　上下，標準，下位の成績率

　上位，標準の成績率

　標準，下位の成績率

　標準の成績率のみ（一律）

　ロ　人事評価を活用していない

 (2) 退職手当（７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算） （2％～45％加算）

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　

(注)１　退職手当の１人当たり平均支給額は，令和６年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

　　 ２　「応募認定・定年」のうち「定年」には，定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の

　　　非違によることなく退職した場合を含みます。

 (3) 地域手当（７年４月１日現在）
千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（ 1.00 ）（ 1.40 ） （ 1.00 ）

東京都

札幌市

○○

○

○

国

　活用している成績率

○

昇 級 可 能
な 区 分

昇給実績が
あ る 区 分

管理職員

1,557

函　　　　館　　　　市

○

－

（ 1.40 ） （ 1.00 ） （ 1.40 ）

○

○

昇 給 実 績 が
あ る 区 分

○

管理職員

－

北　　　　海　　　　道

○

39.7575

47.709 月分 47.709 47.709

月分

千円

支 給 可 能
な 成 績 率

24.58687524.586875

33.2707528.0395

支給実績が
ある成績率

函　　　　館　　　　市

○

47.709

19.6695

令和６年度中における運用

一般職員

　活用予定時期

19.6695

一般職員

国

支 給 実 績 が
あ る 成 績 率

（支給率）　　　　　　　　 自己都合　    　　　　応募認定・定年

支 給 可 能
な 成 績 率

昇 級 可 能
な 区 分

○

47.709

千円

20

39.7575

19,910

月分

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　　　応募認定・定年

47.709

月分

28.0395

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）

5

1

支給対象地域

　活用している昇給区分

13,203

33.27075

令和６年４月２日から令和７年４月１日
までにおける運用

　活用予定時期

支　給　割　合

281

1,686

支給対象職員数

3

20

3

国の制度（支給割合）

支給実績（５年度決算）
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 (4) 特殊勤務手当（７年４月１日現在）
千円

　 円

　 ％

支給実績は，北海道の条例を準用している市立高校，幼稚園に勤務する教員が該当します。

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(注)１　時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。

      ２　職員1人当たり平均支給額を計算する際の職員数は，「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の

　　　総職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時間

　　　勤務職員を含みます。

 (6) その他の手当（７年４月１日現在）

に支給 円

(1)部長職 円

(2)部次長 円

(3)課長職 円

円

(1)世帯主で扶養親族のある職員 円

(2)世帯主でその他の職員 円

(3)世帯主でない職員 円

(1)部長職 円

(2)部次長職 円

(3)課長職 円

円

異なる

管理職手当を支給される職員が週休日，休日
に勤務した場合に支給

管理職員
特別勤務手当

(4)課長補佐職

・支給額＝１時間あたりの給与額×

管理職手当

88,000

寒冷地手当

9,600

宿直勤務または日直勤務を命ぜられた職員

扶養手当

単身赴任手当

内容及び支給単価

(1)通勤のため片道2㎞以上の距離を，交通機
関を利用して，その運賃または料金を負担す
ることを常例とする職員に対し，運賃等相当額
を支給（限度額55,000円）

手当の種類（手当数）

19,148

千円

夜間勤務手当

正規の勤務時間として，午後１０時から翌日の
午前５時までの間に勤務した職員に支給

支給実績（５年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）

医師職給料表の適用を受ける職員のうち採用
による欠員の補充が困難であると認められる
職に採用された職員に対し，月額310,000円を
限度として支給

6,500円 

537

住居手当

10,000

8,500

同じ

(2)子以外の扶養親族１人につき

319

通勤手当

12,000

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）

手　当　名

4,400
宿日直手当

初任給調整手当

千円

異なる

11,500円 

-

-

異なる

支給実績
（５年度決算）

平均支給年額

円

(国)採用16年目か
ら逓減し，35年間
支給

支給職員１人当たり

支給実績（５年度決算）

千円 17,794

149,117

53,109

千円

（５年度決算）

国の制度と
異なる内容

千円

548,612

226,121

支給実績（４年度決算）

586,175

国の制度
との異同

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算）

※満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末
までの子は，5,000円加算。

円

(1)子１人につき

千円

(市)親族が所有す
る住宅に居住する
職員および親族間
での賃貸借契約に
より居住している職
員には手当を支給
しない。

円

（部長級にあっては，１人につき3,500円）

310,703

－

円

2,370,000

120,969

552,000

千円

円

92,335

1,656

4,876 千円

84,883－

7,000

144,077 千円

171,974

毎年11月から翌年３月までの各月の初日に在
職する職員に支給

14,300

円

円0－ 0

円

（市）公職選挙法が
適用される選挙の
当日に行う事務に
従事した場合に限
る。

(国)管理職手当の
区分に応じ，定額
支給

円820,047

同じ

57,000(4)課長補佐職

円千円

管理または監督の地位にある職員に支給

異なる

25,100 同じ

－

異なる

異なる

(国)人事異動に伴
う支給に加え，新
たに職員となった
者などに支給

　　　　　　　(25/100)×勤務時間数

343

※　6,340

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度）

(注) 

74,000

人事異動に伴い転居し，やむを得ない事情に
より配偶者と別居し，単身で生活する職員に
対し，30,000円＋交通距離に応じた加算額（限
度額70,000円）を支給

(国)運賃等相当
額の支給限度額
150,000円（自動
車等の交通用具
のみの利用に
あっては31,600
円）

190,874同じ

(国)職務の級及び
組織と官職に応じ
た区分（一種～五
種）により，定額支
給

(2)通勤のため片道2㎞以上の距離を，自動車
等の交通用具を利用することを常例とする職
員に対し，通勤距離に応じて支給
（限度額31,600円）

64,000

扶養親族のある職員に支給

自ら居住するため住宅を借り受け，月額
16,000円を超える家賃を支払っている職員に
支給　　家賃に応じた額（限度額28,000円）

０種類
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５　特別職の報酬等の状況（７年４月１日現在）

（参考）中核市における最高／最低額
円 円/
円 円/

円 円/

円 円/

円 円/

　　（６年度支給割合） （職務加算）

月分 ％

　　（６年度支給割合） （職務加算）

月分 ％

　　（算定方式） 　（１期の手当額） 　（支給時期）

給料月額×在職年数×550/100 円

給料月額×在職年数×410/100 円

(注)１　退職手当の「1期の手当額」は，4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき，1期（4年＝48月）勤めた場合に

 　 　　おける退職手当の見込額です。

      ２　退職手当は平成30年4月1日より当分の間，上記「算定方式」により算出した額から100分の3.37を乗じて得た

  　  　　額を減額します。

６　職員数の状況
 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

(注)１ 職員数は一般職に属する職員数です。

 　　２ [     ]内は，条例定数の合計です。

 　　３ 職員数には一部事務組合等を含みません。

国勢調査の実施および男女共同参画関連業務の執
行体制強化による増

宿泊税課税開始および定額減税調整給付金関係事
務の執行体制強化による増

高齢者虐待や介護保険不正請求に係る監査実施体
制強化による増

医療DX推進および感染管理，手術室業務等に係る体
制強化等による増

71

主な増減理由

55

6

5

46

106

3

1,276

▲ 7

110

▲ 2

▲ 1

239

332 2330

196

0

630,000

13

5

0

職 員 数

議 員

15

区　　分

令和7年

期
末
手
当

総　務

15

対 前 年
増 減 数

令和6年

109税　務

部　　門

510,000

議　会

水　道

民　生

393

衛　生

病　院

334 328

196

104一
 

般
 

行
 

政
 

部
 

門

特
別
行
政
部
門

1,454

1,102

労　働

公
営
企
業
会
計
等
部
門

消　防

1,463

639637

[0]

82 82

3,369

その他

0

4

下水道

20

▲ 1

3

9

3

▲ 2

土　木

小　計

農　水

70

合　　計

小　計

1,105

交　通

112

3,389

[3,464]

6

商　工

398

183

109

1,289

44

246

180

[3,464]

54

560,000

小　計

市 長

教　育

副 議 長

任期毎

給食食数の減に伴う小学校調理員の減および生徒数
の減に伴う高校教員の減による減

22,321,530

6

13,153,276

0

任期毎

副 市 長

475,000

市 長

給
　
料

区 分

退
職
手

当

議 長

市 長

議 員

1,050,000

円

円

円
1,180,000

給 料 月 額 等

707,000
960,000

584,000

円

報
　
酬

823,000

696,000副 市 長 830,000

747,000 504,000

円

副 議 長 4.60 20

4.60 20副 市 長

700,000

議 長
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 (2) 年齢別職員構成の状況（７年４月１日現在）

　

 (3) 職員数の推移

（各年４月１日現在）

(注)１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

 　　２ 職員数には一部事務組合等を含みません。

24歳20歳

359

教育

人

未満 23歳

20歳

～

39歳

～ ～～

32歳

～

36歳28歳

計

52歳44歳

3,389

人人

～

60歳

以上

212

56歳

332

0

(2.8%)

(1.5%)

55歳

48歳

過去５年間の 増減数（率）

～～

(0.0%)

人

▲ 30

191,289

(▲11.2%)

59歳

人

472

(5.3%)

1,903

395

239

1,926

1,463 74

398

1,438

254

5年

246

1,915

1,276

6年

1,909

264

1,4411,389

390

3,350

252

393

3,315

1,454

389

1,926

272

389

総合計

公営企業等会計計

3,341

1,256

普通会計計

387

1,270

消防

74

1,422

1,248

3,369

31歳 35歳

7年

1,261

人

4年

人

～

(2.2%)

43歳

1,904

3,389

人

322

3,326

205

27歳

319

51歳

人

17

267

人

部 門 別

人

269

一般行政

年　　度

40歳

47歳

2年

人
職員数

230

3年

～

区　分

人

11

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比 ５年前の構成比

%

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
歳

－ － － － － － － － － －

歳
未 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 以
満 上
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７　公営企業職員の状況
 (1)　水道事業

① 職員給与費の状況

 ア　決算

　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

(注) 資本勘定支弁職員に係る職員給与費９９，７１３千円を含みません。

(注) １ 職員手当には退職手当を含みません。
  　  ２ 職員数については，令和６年３月３１日現在の人数です。

  　  ３ 職員数及び給与費については，任期付短時間勤務職員，暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含み，

  　  会計年度任用職員は含まれていません。

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

(注)　１　平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。  

 ２　類似団体については国において集計中のため，公表され次第記載します。

③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円

（６年度支給割合） （６年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置

・役職加算　　5～20％ ・役職加算　　5～20％

・管理職加算　　10～25％

(注) (  )内は，暫定再任用職員に係る支給割合です。

 イ　退職手当（７年４月１日現在）

勤続２０年 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 勤続３５年 月分 月分

最高限度 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算） （2％～45％加算）

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　

(注)１　退職手当の１人当たり平均支給額は，令和６年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

　　 ２　「応募認定・定年」のうち「定年」には，定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の
　　　非違によることなく退職した場合を含みます。

 ウ　地域手当（７年４月１日現在）

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

－

24.586875

47.709

支　給　割　合

2.10

（  1.00）

月分

千円　

（  1.00）

％

％

47.709

一般行政職の制度（支給割合）

千円

0

％

（1.40 ）

516,907

％

％

％

   円

支給実績（５年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）

千円20,366

－

千円

28.0395 33.27075

39.7575 47.709

47.709 47.709

448,191

48.6

24.58687519.6695

（1.40 ）

国

　　　　　　Ａ

45.8

区　　　　　分

（支給率）　　　　　　　　　 自己都合　  　     応募認定・定年

国

508,691

2.50

－

平　均　年　齢

337,944

337,221

水道事業

区　分

178,311

千円　

基　 本 　給

団体平均

千円　千円　

6,119

総費用に占める

千円　

４年度の総費用に占職員給与費比率

683,555

期末・勤勉手当

事 業 者

平均月収額

1,639

水　　道　　事　　業

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　　　応募認定・定年

区　分

　　実質収支

千円　

める職員給与費比率

742,963

５年度 ％　

16.8

５年度

給　 料

人　

職員手当

Ｂ　

4,287,725 204,511

Ａ  

47.709 月分

水　　道　　事　　業

１人当たり平均支給額（６年度）

2.10

月分19.6695 月分

2.50

112

職員数

17.3

総費用 純損益又は 職員給与費

％　千円　　　　　千円

千円　

（参考）市町村（政令
指定都市を除く）平均

一人当たり給与費

（参考）

給 与 費 一人当たり給与費

　　　 計　  　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

57,053 6,103

39.7575

支給対象地域

月分

28.0395 月分 33.27075 月分

月分

支給対象職員数
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 エ　特殊勤務手当（７年４月１日現在）

 オ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

(注)１　時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。

(注)２　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，

　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含みます。

 カ　その他の手当（７年４月１日現在）  

扶養親族のある職員に支給

(1)子１人につき 円

(2)子以外の扶養親族１人につき

円

（部長級にあっては，１人につき3,500円）

(1)通勤のため片道2㎞以上の距離を，交通

機関を利用して，その運賃または料金を負

担することを常例とする職員に対し，運賃等

相当額を支給（限度額55,000円）

(2)通勤のため片道2㎞以上の距離を，自動

車等の交通用具を利用することを常例とす

る職員に対し，通勤距離に応じて支給

（限度額31,600円）

正規の勤務時間として，午後１０時から翌日

の午前５時までの間に勤務した職員に支給

・支給額＝１時間あたりの給与額×

　　　　　　　(25/100)×勤務時間数

管理または監督の地位にある職員に支給

(1)部長職 円

(2)部次長 円

(3)課長職 円

円

毎年11月から翌年３月までの各月の初日に

在職する職員に支給

(1)世帯主で扶養親族のある職員

円

(2)世帯主でその他の職員 円

(3)世帯主でない職員 円

※満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末
までの子は，5,000円加算。

-

同じ

－

一般行政職の制
度と異なる内容

74,000

支給実績（４年度決算）

内容及び支給単価

支給実績（５年度決算）

－

平均支給年額

（５年度決算）

千円

同じ

一般行政職
の制度

との異同

扶養手当

11,500

円0－

130

-

円290,263

-

(4)課長補佐職

千円

円90,850

夜間勤務手当

寒冷地手当

－ 820,800 円管理職手当

手当の名称

71,219

支給職員１人当たり

手　当　名

13,228

-

主な支給対象業務

12,903

107

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）

10,973

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） -

左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数） ０種類

支給実績（５年度決算）

 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度） 　 ％

円

住居手当

同じ

自ら居住するため住宅を借り受け，月額
16,000円を超える家賃を支払っている職員に
支給　　家賃に応じた額（限度額28,000円）

5,515

通勤手当

千円

7,478

円198,507

25,100

64,000

千円

－

88,000

0

14,300

-

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算）

主な支給対象職員

57,000

支給実績
（５年度決算）

千円同じ

6,500

同じ

千円

千円

－

8,208

9,600

同じ － 9,721
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 (２)　公共下水道事業
① 職員給与費の状況
 ア　決算

　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

(注) 資本勘定支弁職員に係る職員給与費８４，２７８千円を含みません。

(注) １ 職員手当には退職手当を含みません。
  　  ２ 職員数については，令和６年３月３１日現在の人数です。

  　  ３ 職員数及び給与費については，任期付短時間勤務職員，暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含み，

  　  会計年度任用職員は含まれていません。

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

(注)　１　平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。  
 ２　類似団体については国において集計中のため，公表され次第記載します。

③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

千円

（６年度支給割合） （６年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置

・役職加算　　5～20％ ・役職加算　　5～20％

・管理職加算　　10～25％

(注) (  )内は，暫定再任用職員に係る支給割合です。

 イ　退職手当（７年４月１日現在）

勤続２０年 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 勤続３５年 月分 月分

最高限度 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算） （2％～45％加算）

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　

(注)１　退職手当の１人当たり平均支給額は，令和６年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
　　 ２　「応募認定・定年」のうち「定年」には，定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の
　　　非違によることなく退職した場合を含みます。

 ウ　地域手当（７年４月１日現在）

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

2.10

（1.40 ）

　　実質収支 職員給与費比率 ４年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 める職員給与費比率

6,493,998 1,142,726 315,829 4.9

％　千円　

　　　　　　Ａ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

５年度 人　 千円　 千円　 千円　 千円　

54 214,540 26,139 85,520 326,199 6,041

事 業 者

公共下水道事業

団体平均 44.5 334,536 501,579

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　　　応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　 自己都合　  　     応募認定・定年

公　共　下　水　道　事　業 国

19.6695

１人当たり平均支給額（６年度）

月分

（1.40 ） （  1.00）（  1.00）

28.0395 月分 33.27075 月分 28.0395 33.27075

47.709 月分 47.709 47.709

39.7575 月分 47.709 月分 39.7575

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） －    円

％

千円0

％

％

％

％

％

区　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

区　分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

4.9

５年度 　　　　千円 千円　 ％　

（参考）市町村（政令
指定都市を除く）平均

一人当たり給与費給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　計　　　Ｂ

千円　

区　　　　　分 平　均　年　齢 基　 本　 給 平均月収額

47.0 349,359 523,355

6,024

千円　

公　共　下　水　道　事　業 国

－
1,637

2.50 2.10 2.50

47.709

24.586875 月分 19.6695 24.586875

47.709

月分

支給実績（５年度決算） － 千円

支給対象地域 支　給　割　合 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給割合）

20,259 千円
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 エ　特殊勤務手当（７年４月１日現在）

 オ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

(注)１　時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。

(注)２　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，

　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含みます。

 カ　その他の手当（７年４月１日現在）

扶養親族のある職員に支給

(1)子１人につき 円

(2)子以外の扶養親族１人につき

円

（部長級にあっては，１人につき3,500円）

(1)通勤のため片道2㎞以上の距離を，交通

機関を利用して，その運賃または料金を負

担することを常例とする職員に対し，運賃等

相当額を支給（限度額55,000円）

(2)通勤のため片道2㎞以上の距離を，自動

車等の交通用具を利用することを常例とす

る職員に対し，通勤距離に応じて支給

（限度額31,600円）

正規の勤務時間として，午後１０時から翌日

の午前５時までの間に勤務した職員に支給

・支給額＝１時間あたりの給与額×

　　　　　　　(25/100)×勤務時間数

管理または監督の地位にある職員に支給

(1)部長職 円

(2)部次長 円

(3)課長職 円

円

毎年11月から翌年３月までの各月の初日に

在職する職員に支給

(1)世帯主で扶養親族のある職員

円

(2)世帯主でその他の職員 円

(3)世帯主でない職員 円

- - - -

-  　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度） -  　％

支給実績（５年度決算） 2,714

平均支給年額

（５年度決算）

支給実績
（５年度決算）

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価

夜間勤務手当 同じ － 0

住居手当

扶養手当 同じ － 6,533

－

57,000

千円

支給実績（５年度決算） - 千円

０種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算）

手当の種類（手当数）

一般行政職
の制度

との異同

一般行政職の制
度と異なる内容

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 56

支給実績（４年度決算） 4,279

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 89

千円 210,741

円

円

11,500

6,500

※満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末
までの子は，5,000円加算。

通勤手当 同じ － 4,236 千円 83,058 円

自ら居住するため住宅を借り受け，月額
16,000円を超える家賃を支払っている職員に
支給　　家賃に応じた額（限度額28,000円）

同じ

千円 0 円

3,114 千円 259,500

(4)課長補佐職

管理職手当 同じ － 5,016

64,000

74,000 円

88,000

836,000

寒冷地手当 同じ － 4,525 千円 88,725
25,100

円

14,300

9,600
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 (３)　交通事業

① 職員給与費の状況
 ア　決算

　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

(注) 資本勘定支弁職員に係る職員給与費は０千円となっています。

(注) １ 職員手当には退職手当を含みません。

  　  ２ 職員数については，令和６年３月３１日現在の人数です。

  　  ３ 職員数及び給与費については，任期付短時間勤務職員，暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含み，

  　  会計年度任用職員は含まれていません。

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

(注)　１　平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。  

 ２　類似団体については国において集計中のため，公表され次第記載します。

③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円

（６年度支給割合） （６年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置

・役職加算　　5～20％ ・役職加算　　5～20％

・管理職加算　　10～25％

(注) (  )内は，暫定再任用職員に係る支給割合です。

 イ　退職手当（７年４月１日現在）

勤続２０年 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 勤続３５年 月分 月分

最高限度 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算） （2％～45％加算）

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　

(注)１　退職手当の１人当たり平均支給額は，令和６年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

　　 ２　「応募認定・定年」のうち「定年」には，定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の
　　　非違によることなく退職した場合を含みます。

 ウ　地域手当（７年４月１日現在）

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

純損益又は 職員給与費 （参考）
　　実質収支 職員給与費比率

総費用

給 与 費区　分 職員数 一人当たり給与費

４年度の総費用に占
Ａ  Ｂ　 める職員給与費比率

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　 計　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

区　　　　　分

交通事業 46.6 520,388

団体平均 44.4 374,645 635,471

交　　通　　事　　業 国

2.10

（1.40 ） （ 1.00）

2.50 2.10 2.50

（1.40 ） （ 1.00）

28.0395 33.27075

19.6695 月分 24.586875 月分 19.6695 24.586875

8,027 千円

月分

％

0 千円

支給実績（５年度決算）

％

％

総費用に占める

５年度 　　　　千円 千円　 千円　　　　　　　　　　　　　　　　％　　　　

区　分

％　

1,461,690 △135,512 584,161 40.0 40.0

（参考）都道府県平均
一人当たり給与費

５年度 人　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

82 290,310 72,136 115,256 477,702 5,826 7,763

平　均　年　齢 基 　本　 給 平均月収額

303,029

１人当たり平均支給額（６年度）
－

1,507

交　　通　　事　　業 国

月分

28.0395 月分 33.27075

事 業 者

月分

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　　　応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　 自己都合　  　     応募認定・定年

39.7575 47.709

47.709 月分 47.709 47.709 47.709

39.7575 月分 47.709

－ 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） －    円

支　給　割　合 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給割合）支給対象地域

％

％

％
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 エ　特殊勤務手当（７年４月１日現在）

 オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(注)１　時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。

(注)２　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，

　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含みます。

 カ　その他の手当（７年４月１日現在）  

扶養親族のある職員に支給

(1)子１人につき 円

(2)子以外の扶養親族１人につき

円

（部長級にあっては，１人につき3,500円）

(1)通勤のため片道2㎞以上の距離を，交通

機関を利用して，その運賃または料金を負

担することを常例とする職員に対し，運賃等

相当額を支給（限度額55,000円）

(2)通勤のため片道2㎞以上の距離を，自動

車等の交通用具を利用することを常例とす

る職員に対し，通勤距離に応じて支給

（限度額31,600円）

正規の勤務時間として，午後１０時から翌日

の午前５時までの間に勤務した職員に支給

・支給額＝１時間あたりの給与額×

　　　　　　　(25/100)×勤務時間数

管理または監督の地位にある職員に支給

(1)部長職 円

(2)部次長 円

(3)課長職 円

円

毎年11月から翌年３月までの各月の初日に

在職する職員に支給

(1)世帯主で扶養親族のある職員

円

(2)世帯主でその他の職員 円

(3)世帯主でない職員 円

支給実績（５年度決算） 41,554

支給実績（５年度決算）

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 532

支給実績（４年度決算） 39,213

管理職手当 同じ －

手　当　名

同じ

扶養手当

57,000

夜間勤務手当

通勤手当

- 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） -  　円

 　％

手当の種類（手当数） ０種類

手当の名称 主な支給対象職員

-

- - -

同じ 175,555

支給職員１人当たり

平均支給年額

（５年度決算）

一般行政職の制
度と異なる内容

円

一般行政職
の制度

との異同

-

支給実績
（５年度決算）

－ 7,900 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 490

同じ －

同じ

11,500

6,500

－ 289,285

40,130

内容及び支給単価

※満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末
までの子は，5,000円加算。

円

住居手当

自ら居住するため住宅を借り受け，月額
16,000円を超える家賃を支払っている職員に
支給
家賃に応じた額（限度額28,000円）

－

千円3,480

千円

1,184

64,000

寒冷地手当 同じ

(4)課長補佐職

74,000

－ 7,148 千円

88,000

25,100

14,300

88,246

9,600

円

19,409 円

8,100 千円

870,000 円

2,769

千円

円
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 (4)　病院事業
① 職員給与費の状況
 ア　決算

　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

(注) １ 職員手当には退職手当を含みません。
  　  ２ 職員数については，令和６年３月３１日現在の人数です。

  　  ３ 職員数及び給与費については，任期付短時間勤務職員，暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含み，

  　  会計年度任用職員は含まれていません。

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（７年４月１日現在）
 ア  医師

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

 イ  看護師

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

 ウ  事務職員

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

(注)平均月収額には，期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円

（６年度支給割合） （６年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置 職制上の段階，職務の級等による加算措置

・役職加算　　5～20％ ・役職加算　　5～20％

・管理職加算　　10～25％

(注) (  )内は，暫定再任用職員に係る支給割合です。

 イ　退職手当（７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　 自己都合　   応募認定・定年

勤続２０年 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～45％加算） （2％～45％加算）

（退職時特別昇給　　　　なし　　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　

(注)１　退職手当の１人当たり平均支給額は，令和６年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

　　 ２　「応募認定・定年」のうち「定年」には，定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の
　　　非違によることなく退職した場合を含みます。

 ウ　地域手当（７年４月１日現在）

％ 人

％ 人

％ 人

％ 人

（医師に支給　支給率16％　支給対象人数106人）

％

％

％

支給対象地域 支　給　割　合 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給割合）

％

支給実績（５年度決算） 20 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 20,000    円

1,832 千円 19,845 千円

39.7575 月分 47.709 39.7575 47.709

47.709 月分 47.709 47.709 47.709

19.6695 月分 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 月分 33.27075 28.0395 33.27075

病　　院　　事　　業 国

（支給率）　　　　　　　　自己都合　　　応募認定・勧奨・定年

（1.40 ） （  1.00） （1.40 ） （  1.00）

病　　院　　事　　業 国

１人当たり平均支給額（６年度）
－

1,370

2.50 2.502.10 2.10

団体平均 42.3 322,065 406,828

事 業 者

区　　　　　分 平　均　年　齢 基　 本　 給 平均月収額

病院事業 38.2 308,075 382,090

団体平均 39.4 307,865 379,162

事 業 者

区　　　　　分 平　均　年　齢 基　 本　 給 平均月収額

病院事業 38.1 308,670 385,838

団体平均 44.1 469,804 1,015,675

事 業 者

区　　　　　分 平　均　年　齢 基　 本　 給 平均月収額

病院事業 38.3 464,773 1,058,017

千円　

1,280 4,677,168 2,057,065 1,631,117 8,365,350 6,535 6,359

５年度 人　 千円　 千円　 千円　 千円　

区　分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費 （参考）市町村（政令
指定都市を除く）平均

一人当たり給与費　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

22,845,504 1,261,004 8,365,350 36.6 39.0

Ａ  Ｂ　 める職員給与費比率
５年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％　

　　実質収支 職員給与費比率 4年度の総費用に占
区　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

％　

　　　　計　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

千円　
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 エ　特殊勤務手当（７年４月１日現在）

　

 オ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

(注)１　時間外勤務手当には，休日勤務手当を含みます。

(注)２　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数（管理職員，教育職員等，

　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除きます。）であり，短時間勤務職員を含みます。

１回当たり　２，０００円

１回当たり　２，０００円

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 627

支給実績（４年度決算） 887,279

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 689

範囲内で管理者が別に定める額

支給実績（５年度決算） 802,958

医療従事者等 管理部または函館病院に所属する職
員

82,792千円　勤務１月につき１２，０００円を超えない

処遇改善手当

休日勤務手当 会計年度任用職員の看護補助者 補助業務に従事した場合

談等に対応する業務に従事した

場合

看護補助業務 函館病院に所属するフルタイム 勤務を要しない日，休日に診療 3,834千円

診療相談等 函館病院に所属する医師 管理者が定める日に函館市夜 26千円

対応手当 間急病センターからの診療相

　医師 勤務１時間当たり　５，０００円

　医師以外の職員 勤務１時間当たり　３，２００円

診療業務等手当 管理監督職員のうち管理者が定める 正規の勤務時間外に診療業務 31,076千円

職員 等に従事した場合

　医師 １日当たり４０，０００円

　看護師 １日当たり１３，０００円

護師 管理者が定める日にドクターヘ

リの業務に従事した場合

ドクターヘリ 函館病院，函館恵山病院または函館 ドクターヘリに搭乗した場合（管 969千円 １回当たり　１，０００円

業務手当 南茅部病院に所属する医師または看 理理者が定める日を除く）

教育または指導を行う職員  がん認定薬剤師研修の受講者 １回当たり１０，０００円

 に対する講義を行う場合

教育指導手当 市立函館病院高等看護学院の学生ま  市立函館病院高等看護学院の 1,690千円 １回当たり　５，０００円

たは他の機関の医療従事者に対して  学生に対する講義を行う場合

 臨床研修指導医講習会 勤務１月につき　５，０００円

 を修了したもの

う職員  研修プログラムの企画立案等 勤務１月につき３０，０００円

　（臨床研修責任者）

臨床研修医等 医師法に基づく臨床研修医および地  講義 16,993千円 １回当たり　５，０００円

指導手当 域包括型実習学生に対して指導を行  診療行為等の直接指導 １回当たり　１，０００円

正規の勤務時間外 １回当たり２０，０００円

助産師 １回当たり　１，５００円

　通常分娩 １回当たり　５，０００円

　異常分娩 １回当たり１０，０００円

分娩手当 函館病院に所属する医師または助産 医師 3,881千円

師で分娩に係る業務に従事する職員 正規の勤務時間内

しくは准看護師またはこれらに準ずると 　２Ｈ未満 １回当たり　２，０００円

認められる職員

函館病院，函館恵山病院，または函館 　４Ｈ以上 １回当たり　３，８００円

南茅部病院の病棟に勤務する看護師も 　２Ｈ以上４Ｈ未満 １回当たり　３，４００円

は全部を深夜（午後１０時後翌日の午前

５時前の間をいう。）において行うもの 深夜の一部

緊急診療待機手当 緊急を要する診療のため正規の勤務時
間外において待機することを命ぜられた
職員

9,934千円 １回当たり１，２４０円

夜間特殊業務手当 正規の勤務時間による勤務の一部また 深夜の全部 182,111千円 １回当たり　６，８００円

（管理者が定める業務を行う場合にあって
は２万４千円を超えない範囲内で管理者が
定める額）

日額　　８，０００円

医師以外 日額　１３，０００円

等の外来患者の診療を行う時間にお

いて勤務する職員 　医師の転院した患者に対する回診業務

医師等派遣手当 他の病院等との間で締結した契約に基づ 　医師の診療業務 61,387千円 日額　３０，０００円

き当該病院等に派遣され，当該病院 （管理者が定める業務を行う場合にあって
は６万円を超えない範囲内で管理者が定
める額）

医師が管理者の定める特別な地域医
療業務に従事するとき

医師が管理者の定める特別な地
域医療業務に従事するとき

１回につき２，０００円

医師が正規の勤務時間外において緊
急を要する診療のため呼び出された
とき

医師が正規の勤務時間外におい
て緊急を要する診療のため呼び
出されたとき

１回につき１，０００円

　副院長 月額４００，０００円

　上記以外 月額３５０，０００円

函館恵山病院または函館
南茅部病院に所属する職員

　病院長 月額４５０，０００円

　科長およびセンター長 月額１１０，０００円

　上記以外 月額　７０，０００円

月額２６０，０００円

　　副院長および医療部長 月額１７０，０００円

地域医療手当 地域医療に従事する医師職員 函館病院に所属する職員 143,967千円

　　院長

手当の種類（手当数） 12種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

(５年度決算)
左記職員に対する支給単価

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 435,217  　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（５年度） 82.9  　％

支給実績（５年度決算） 557,078
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 カ　その他の手当（７年４月１日現在）  

円

円

医師職給料表の適用を受ける職員のうち

採用による欠員の補充が困難であると認

められる職に採用された職員に対し，月額

310,000円を限度として支給

(1)通勤のため片道2㎞以上の距離を，交通

機関を利用して，その運賃または料金を負

担することを常例とする職員に対し，運賃等

相当額を支給（限度額55,000円）

(2)通勤のため片道2㎞以上の距離を，自動

車等の交通用具を利用することを常例とす

る職員に対し，通勤距離に応じて支給

（限度額31,600円）

人事異動に伴い転居し，やむを得ない事情

により配偶者と別居し，単身で生活する職員

に対し，30,000円＋交通距離に応じた加算

額（限度額70,000円）を支給

(一般行政職)
に支給（(2)～(5)の場合を除く） 円 (2)～(5)なし
(2)(3)に掲げる医師以外の医師職員で宿直勤

務または日直勤務を命ぜられた職員に支給

円

（管理者が定める業務を行う場合にあっては６万２千円を超え

ない範囲内で管理者が定める額）

円

円

(5)函館病院に所属する医師以外の職員で，

市の区域以外の病院または診療所との間で

締結した契約に基づき当該病院または診療所

に派遣され，宿直勤務または日直勤務を命ぜ

られた職員に支給 円

（管理者が定める業務を行う場合にあっては２万４千円を超え

ない範囲内で管理者が定める額）

正規の勤務時間として，午後１０時から翌日

の午前５時までの間に勤務した職員に支給

・支給額＝１時間あたりの給与額×

　　　　　　　(25/100)×勤務時間数

管理または監督の地位にある職員に支給

(1)部長職 円

(2)部次長 円

(3)課長職 円

円

毎年11月から翌年３月までの各月の初日に

在職する職員に支給

(1)世帯主で扶養親族のある職員

円

(2)世帯主でその他の職員 円

(3)世帯主でない職員 円

606,079

13,400

－

24,000

(3)市の区域外の病院または診療所との間で

同じ

同じ － 0

に派遣される医師職員に支給

千円 216,803

円

0

51,235

20,000

(4)函館病院に所属する看護師で宿直勤務ま

千円

円

46,492

円1,014,197ー 71,183

(1)子１人につき 11,500

(2)子以外の扶養親族１人につき

千円

円千円 76,499

151,783－ 86,270 千円 円

寒冷地手当 同じ － 75,960

9,600

同じ

25,100

14,300

単身赴任手当

74,000

64,000

(4)課長補佐職 57,000

夜間勤務手当

88,000

(1)宿直勤務または日直勤務を命ぜられた職員

締結した契約に基づき当該病院または診療所

管理職手当

異なる

4,400

たは日直勤務を命ぜられた職員に支給

同じ

276,799 円

円

円

円千円

1,743,563

4,400

135,341 千円

初任給調整手当 同じ － 199,093 千円

通勤手当

宿日直手当

住居手当

自ら居住するため住宅を借り受け，月額
16,000円を超える家賃を支払っている職員に
支給
家賃に応じた額（限度額28,000円）

同じ － 78,557 千円

6,500

（部長級にあっては，１人につき3,500円）

※満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末
までの子は，5,000円加算。

（５年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給

同じ － 87,060

一般行政職
の制度

との異同

一般行政職の制
度と異なる内容

支給実績
（５年度決算）

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額
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